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賞与支払届の提出は
電子申請  をご利用ください

詳しくは管轄の年金事務所までお問い合わせください。

　兵庫県社会保険協会では、会員事業所に勤務されている皆様の定年退職後を豊かで健康的な生きがいのあるシニア
ライフとしていただくため、兵庫県社会保険委員会連合会と共催でセミナーを以下のとおり、2回開催いたします。
　皆様のお申し込みをお待ちしております。

兵庫県内の年金事務所（日本年金機構）または全国健康保険協会兵庫支部で厚生年金保険・健康保険の適用を受けて
いる事業所に勤務されている50歳以上の被保険者の方およびその配偶者（健康保険組合の被保険者を含む）。
※セミナーの内容に興味をお持ちの方は年齢に関係なくご参加いただけます。

●令和5年度 社会保険協会費 納付済（会員）事業所の方、および配偶者／無料
●年金委員の委嘱をされている事業所の方、および配偶者／無料
●上記以外の方／ 1名につき3,000円（お申し込み後、振込用紙をお送りいたします。）
令和5年12月22日（金）必着
ただし、定員になり次第締め切ります。
《はじめての年金》（講師：社会保険労務士）
●「ねんきん定期便」「ねんきんネット」で自分の年金を確認する
●厚生年金は生年月日等によって支給開始年齢が異なる
●60歳以後も引き続き働く場合
●年金を受けるためには年金請求が必要です
●年金には税金がかかります　等
《心とからだの健康管理プラン》（講師：年金ライフプラン講師）
●自分の健康は自分で守りましょう
《家庭経済プラン》（講師：年金ライフプラン講師）
●定年後の生活と家庭経済を考えよう
《生きがいとライフプラン》（講師：年金ライフプラン講師）
●「生きがい」って何だろう　●生きがいづくりを準備しよう
参加申込書（コピー可）に必要事項をご記入のうえ、（一財）兵庫県社会保険協会へFAXでお申し込みください。
受付終了後、「シニアライフセミナー参加票」を1月10日（水）頃にFAXにて送付いたしますので、当日ご持参ください。
（FAX番号を必ずご記入ください。）

※お申し込みが5名以上の場合はコピーしてご使用ください。
※この申込書にご記入いただきました個人情報は、本事業の運営および
　それに関するご連絡・ご案内以外には使用いたしません。

お 申 し 込 み
お問い合わせ先 （一財）兵庫県社会保険協会

〒650-0012　神戸市中央区北長狭通4丁目9-26
電話 078-393-0211
FAX 078-393-0411

シニアライフセミナー参加申込書

氏　　名 区　分
（どちらかに○）

参加希望日
（どちらかに○）

被保険者 ・ 配偶者 1月23日（火）開催分〈神戸〉 ・ 1月24日（水）開催分〈姫路〉

1月23日（火）開催分〈神戸〉 ・ 1月24日（水）開催分〈姫路〉

1月23日（火）開催分〈神戸〉 ・ 1月24日（水）開催分〈姫路〉

1月23日（火）開催分〈神戸〉 ・ 1月24日（水）開催分〈姫路〉

1月23日（火）開催分〈神戸〉 ・ 1月24日（水）開催分〈姫路〉

被保険者 ・ 配偶者

被保険者 ・ 配偶者

被保険者 ・ 配偶者

被保険者 ・ 配偶者

性別 年齢

事 業 所 名 称 電話番号　　　　　（　　　　　）

FAX番号　　　　　（　　　　　）事業所所在地　〒　　　－

セミナーの内容

申 込 方 法

※FAX番号を必ずご記入ください。

受 講 料

申 込 締 切

参 加 資 格

協会受付NO. （神戸・姫路）

「シニアライフセミナー」
参加者募集中！協会だより

区　分（いずれかに○） 協会会員 ・ 年金委員 ・ その他

令和6年1月23日（火）
午後1時30分～4時30分
兵庫県学校厚生会館 2階大会議室
神戸市中央区北長狭通4-7-34
80名（申込先着順）

日 時

場 所

定 員

令和6年1月24日（水）
午後1時30分～4時30分
姫路商工会議所 602号室
姫路市下寺町43
40名（申込先着順）

日 時

場 所

定 員

電子申請

協日会本け年ん金ぽ機ぽ構

初めて電子申請をご利用する方は「電子申請ご利用案内動画」をご覧ください。
また、よくあるお問い合わせは「電子申請相談チャット」をご利用ください。

・「いつでも」「場所を選ばず」申請でき、「郵送費の節約」にもなります。
　　※賞与の支給がなかった場合に提出する「賞与不支給報告書」もe-Govから電子申請可能です。

・特定の法人※の事業所は電子申請による提出が義務化されています。
　該当される事業所においては、必ず電子申請をお願いいたします。
　　※資本金、出資金または銀行等保有株式取得機構に納付する拠出金の額が1億円を超える法人、
　　　相互会社、投資法人、特定目的会社

＼電子申請に興味があるけど、始めるまでの手順がよくわからない方へ／
各年金事務所の担当職員による訪問サポートを実施しています。
電子申請の利用手順を説明している動画をご用意しています。
また、電子申請に関するよくあるお問い合わせに、相談チャットでいつでもお答えいたします。

検索日本年金機構　電子申請
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri/index.htm

お電話での電子申請のご利用に関するお問い合わせ先はこちらです

《ねんきん加入者ダイヤル（日本年金機構電子申請・電子媒体申請照会窓口）》
● 0570－007－123 （ナビダイヤル）→「2 番」をお選びください
● 050から始まる電話でおかけになる場合は、03-6837-2913→「2番」をお選びください
　〈受付時間〉月～金曜日：午前8時30分～午後7時／第2土曜日：午前9時30分～午後4時
　※祝日（第2土曜日を除く）、12月29日～1月3日はご利用いただけません。

ご利用に関するお問い合わせは
日本年金機構ホームページをご覧ください




